
ひと目でわかる三郷消防 
 

市の面積 
（令和６年４月１日現在） 

人口・世帯数 
（令和６年４月１日現在） 

消防予算額 
（令和６年度当初予算） 

消防署所 
（令和６年４月１日現在） 

消防職員数 
（令和６年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

定数 175 人 

実数 164 人 

（うち女性職員９人） 

事務職員  1 人 

再任用  １0 人 

 

消防本部 １ 

消防署  １ 

分 署  ２ 
 

人 口・141,935 人 

世帯数・68,036 世帯 
 

30.22ｋ㎡ 
 

1,731,030 千円 
 

 

 

消防車両等の台数 
（令和６年４月１日現在） 

消防水利 
（令和６年４月１日現在） 

火災発生件数 
（令和５年中） 

救急出場件数 
（令和５年中） 

救助出動件数 
（令和５年中） 

     

８,９０５件 
急病  ５,９７１件 

一般  １,１８６件 

 交通   ５９５件 

 その他 １,１５３件 
 

３７件 
建物火災  １９件 

車両火災  １０件 

その他の火災 ８件 
 

出動件数 １１４件 

救助人員  ７６人 

 

ポンプ車  ６台 

救急車   ７台 

特殊車両等 14 台 

（各項非常用車両含む） 

消火栓 1,2５１基 

防火水槽 14６基 

 

 

 

119 番専用入電件数 
（令和５年中） 

消防団員数・編成 
（令和６年４月１日現在） 

少年消防クラブ員数 
（令和６年４月１日現在） 

防火対象物数 
（令和６年３月３１日現在） 

危険物施設数 
（令和６年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

    

 

合 計 14,031 件 

固定電話 4,709 件 

携帯電話 7,872 件 

その他  1,450 件 

 

 

定数 ３６０人 

実数 ２８６人 

編 成  

７分団２４班 

 

２２１施設 

製造所   2 施設 

貯蔵所 １４２施設 

取扱所  ７７施設 

 

合 計 １１１人 

小学生  ４０人 

中学生  ５０人 

高校生  ２１人 

 

３，５７９棟 

 

※延面積 150 ㎡以上 

 



 

北分署 



 

１ 三郷市の概要  

（１）地  勢  

   ○ 位 置  

     三郷市は、埼玉県の東南部、江戸川と中川に 

挟まれた沖積低地上に位置し、東側は江戸川 

を挟んで千葉県の松戸市、流山市、南側は東 

京都葛飾区、西側は中川を挟んで八潮市、北 

側は吉川市と接している。 

 

     東経１３９度５２分２１秒、北緯３５度４９分４９秒 

     東京駅からの直線距離は約２０㎞ 

       (最近地点１５㎞・最遠地点２４㎞) 

 

○ 面 積 

３０．２２㎢ 

東西の長さ  最長 ５．６㎞    南北の長さ  最長 ９．５㎞ 

 

○ 海 抜 

東京湾平均海水面より１～3ｍ 

地形は、ほとんど高低がなく、北から南に向かってわずかな傾斜をしている。 

  

○ 地 質 

関東平野の江戸川及び中川（古利根川）に沿った沖積平野に属し、江戸川対岸の東部は下

総台地であるが、当地方の沖積層は、台地を河川が浸食し、奥東京湾を運搬堆積物で埋めな

がら形成されたもので、上層部は一般に軟弱地盤、深度 30～50メートル位まで沖積層が続い

ている。 

 

（２）人口と世帯 

                                     各年 4月 1日現在 

      区 分 

 年 別 
世  帯 

人  口 

  

計 男 女 

令和元年（平成３１年） 

令和２年 

令和３年 

令和４年 

令和５年 

令和６年 

  64,102 

  65,195 

  66,168 

  66,752 

  67,220 

  68,036 

 141,765 

 142,591 

 142,663 

 142,758 

 142,177 

 141,935 

 71,872 

 72,251 

 72,246 

 72,084 

 71,692 

 71,586 

 69,893 

 70,340 

 70,417 

 70,674 

 70,485 

 70,349 
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２ 消防の概要 

（１）三郷消防の沿革 

昭和３１年 ９月   東和村、彦成村、早稲田村の三ヶ村が町村合併促進法により合併し「三郷

村」が発足した。 

 昭和３２年１０月   三郷村消防団初代団長に秋本安太郎氏就任 

昭和３３年１１月   三郷村消防団第２代団長に大山惣次郎氏就任 

昭和３４年１１月   三郷村消防団第３代団長に加藤巳之吉氏就任 

昭和３５年１１月   三郷村消防団第４代団長に大山惣次郎氏就任 

昭和３９年１０月   町制施行により「三郷町」となる。 

〃      消防団３本部２２分団となる。 

昭和４３年 ９月   消防庁舎（敷地面積２，６４８．９０㎡・鉄筋コンクリート造２階建・延

面積７０６．９７５㎡）を大字幸房１１５５番地に建設着工 

昭和４４年 １月   三郷町消防本部を大字谷口５４４番地、三郷町役場内に設置 

消防長事務取扱に白石敏夫氏、職員定数１５人、指令車１台、化学車１台

で発足 

３月      三郷町消防署を大字谷口５４４番地、三郷町役場内に設置 

〃      初代消防長に大山惣次郎氏就任（初代消防署長兼務） 

〃      消防団第５代団長に岡庭慶太郎氏就任 

〃      消防庁舎落成、消防本部・消防署を大字幸房１１５５番地に移転 

〃   消防無線基地局１、移動局１、携帯２を開局 

４月   職員定数を３０名とする。 

 〃   消防団を再編成し、１本部６分団となる。 

昭和４５年  ４月   職員定数を４２名とする。 

昭和４７年 ４月   職員定数を５５名とする。 

       ５月   市制施行により「三郷市」となる。 

昭和４８年 ７月   消防長に三郷市長・白石敏夫氏が事務取扱 

〃   消防署長に本部次長・加藤弘氏が兼務 

昭和４９年 ４月   職員定数を６０名とする。 

昭和５０年 １月   第２代消防長に加藤弘氏就任 

       ２月   署車庫増築（鉄骨スレート造） 

〃   ４０ｍ級はしご付消防ポンプ自動車（三菱）を署に配置 

       ４月   職員定数を６５名とする。 

１２月   三郷市消防署南分遣所（敷地面積１，３７３．４㎡・鉄骨プレハブ平屋建・

延面積２８４．０４㎡）を寄巻２３１番地に設置 

昭和５１年 ４月   職員定数を１００名とする。 

       ５月   市の機構改革に伴い、消防本部を２課５係に、消防署を３係にする。 
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昭和５２年 ２月   消防本部・署の食堂を増改築（２９．６９㎡）し、延面積７３６．６６５

㎡となる。 

昭和５３年 １月   第３代消防署長に鈴木昭治氏就任 

       ２月   日本消防協会表彰旗を受章 

昭和５４年 ４月   三郷市消防署北分署（敷地面積１，９０６．５０㎡・鉄筋コンクリート造

２階建・延面積７２９．９６６３㎡）を上彦川戸８８６番地に設置 

〃   三郷市消防署南分遣所を三郷市消防署南分署とする。                   

      昭和５５年 ５月   消防本部・署の車庫を増築（４４㎡）し、延面積７８０．６６５㎡となる。 

７月   消防本部・署改修工事 

１２月    屈折はしご付消防ポンプ自動車（１５m級）を署に配置 

昭和５６年  ３月   消防庁長官竿頭綬を受章 

       ４月   職員定数を１０７名とする。 

昭和５８年 ５月   第３代消防長に小沢源太郎氏が就任 

       ６月   第４代消防署長に中田満氏が就任 

昭和５９年 ３月   三郷市消防署南分署（敷地面積３，２１３．７２㎡・鉄筋コンクリート造

２階建・延面積９２１．２５㎡）を鷹野三丁目４７４番地に新築 

       ４月   職員定数を１１５名とする。 

       ６月   第４代消防長に中村亨氏が就任 

昭和６０年 ５月   第５代消防署長に鈴木昭治氏が就任 

昭和６１年 ４月   第５代消防長に野本昭治氏が就任 

昭和６３年 ４月   職員定数を１２０名とする。 

平成元年  ４月   第６代消防長に稲舛廣穂氏が就任 

〃   消防団第６代団長に恩田博氏が就任 

平成３年   ４月   職員定数を１３０名とする。 

８月   （仮称）三郷市消防・防災総合庁舎（敷地面積４，２００．０３㎡・鉄筋

コンクリート造３階建・延面積３，４５３．５９㎡）を幸房１１５５番地

他５筆に建設着工する。 

平成５年   ３月   三郷市消防・防災総合庁舎が完成する。 

４月   第７代消防長に島根好久氏が就任 

〃   第６代消防署長に島根敏行氏が就任 

〃      消防本部の組織改正を行い「警防課」を新設し、従来の総務課「消防機械

係」を警防課「消防係」に改称し、「指令第１係」及び「指令第２係」を

新たに設置する。この改正により、３課７係となる。 

平成６年   ３月   緊急通報システム（福祉）運用開始 

       １１月   ４０ｍ級はしご付消防自動車を北分署に更新配置 

平成７年   ５月   聴覚障がい者用ファックスを導入 

平成８年   ４月   職員定数を１４０名とする。 
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〃   第７代消防署長に二葉利夫氏が就任 

平成９年   ３月   消防庁長官表彰旗を受章 

４月   第８代消防長に芝井忠夫氏が就任 

平成１１年 ３月   消防団第７代団長に田中清氏が就任 

        ４月   第８代消防署長に中田満氏就任 

平成１２年 ４月   職員定数を１５０名とする。 

    〃   第９代消防長に大場隆雄氏が就任 

〃      消防本部の組織改正を行い「通信指令室」を新設し、指令第１係及び指令

第２係の他に「管理係」を新たに設け、３係とする。 

また、警防課は消防係の他に「救急救助係」を新たに設け、２係とする。 

            この改正により、４課（室）９係となる。 

       ９月   消防団第８代団長に髙橋雄行氏が就任 

      １０月   女性消防団員（７人）の採用「アザレア」と命名 

平成１３年１０月   南分署一部解体工事（草加三郷線街路整備工事に伴う一部移転） 

平成１４年 ４月   第１０代消防長に宮田愛和氏が就任 

〃   第９代消防署長に根岸友一氏が就任 

平成１５年 ３月      南分署区画整理及び建物一部増改築（敷地面積１，６４２．９３㎡・鉄筋

コンクリート造２階建・延面積９３３．７７㎡） 

〃   南分署訓練場新設 

      １０月 アザレア 第 16 回全国女性消防操法大会出場（優良賞） 

１１月   第１１代消防長に中田満氏が就任 

平成１６年 ４月   職員定数を１６５名とする。 

〃    消防本部の組織改正を行う。 

                   (旧 名 称 ）          （新名称） 

                   【本 部】 総務課・・・・・・・・・・→消防総務課 

                    〃     企画係・・・・→消防団係  

予防課   指導係・・・・→予防係 

                    予防課    安全係・・・・→危険物係 

                    （旧名称）          （新名称） 

                     通信指令室・・・・・・・・→指令課  

            【消 防 署】・・・・課制とし消防１課、消防２課を置く 

            【南・北分署】・・・・新たに救急第１係、救急第２係を置く 

〃   第１２代消防長に増田吉男氏が就任 

平成１７年１２月   ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を消防署・南北分署に各 2 台配置 

平成１８年  ３月   災害時用衛星国際携帯電話を本部に配置 

        ４月   第１３代消防長に加藤弘氏就任 

〃   第１０代消防署長に峯岸和夫氏就任 
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      １２月   救助工作車Ⅱ型を消防署に配置 

平成１９年 ３月   消防団第一分団第４班機械器具置場を移転し新築 

〃   指揮先行車を南分署に配置 

       ４月   第１４代消防長に峯岸和夫氏就任 

〃   第１１代消防署長に鈴木清司氏就任 

〃   簡易型消防緊急通信指令施設運用開始 

       ６月   消防団組織改編し、１本部６分団２４班とする。 

      １０月   ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を１台消防本部２Ｆ廊下に設置 

平成２０年 １月   災害対応特殊救急車（トヨタ）を北分署に配置 

〃   高規格救急自動車を北分署から消防署に予備車として配置 

       ２月   予防 1 号車を本部に配置 

〃   日本消防協会海外消防援助事業に消防自動車 1 台を寄贈 

３月   日本消防協会竿頭綬を受章 

４月    消防団に各種災害対応機動車（第一分団第４班）及び小型全自動消防ポン

プ自動車２台を（第五分団第４班・第六分団第１班）配備 

        〃   日本消防協会海外消防援助事業に消防自動車２台を寄贈 

       ７月   元分団長松井孝司氏より市民貸出用 AED２台を寄贈 

８月   消防団第六分団第１班機械器具置場を建替え 

        〃 消防団 第２５回埼玉県消防操法大会（小型ポンプの部）出場 

平成２１年 １月   高規格救急自動車（トヨタ）を本署に配置 

３月   消防団第四分団第２班機械器具置場を建替え  

〃   消防ポンプ車を北分署に配置 

〃   各種災害対応機動車を第三分団第１班に配備 

       ４月   消防団第９代団長に本間雄一郎氏が就任 

       １０月   日本消防協会海外消防援助事業に消防自動車１台を寄贈 

１１月   元消防署長鈴木昭治氏第１３回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

平成２２年 １月   高規格救急自動車を消防署に配置 

３月   日本消防協会海外消防援助事業に救急自動車１台を寄贈 

〃   小型全自動消防ポンプ自動車２台を（第三分団第２班・第四分団第２班）

配備 

〃   総務省消防庁より救助資器材搭載型車両が貸与 

  ４月   救助資器材搭載型車両を消防団第四分団第１班に配備 

〃   元消防団長髙橋雄行氏平成２２年春の叙勲（瑞宝双光章）受章 

５月   消防団顧問髙橋雄行氏より団本部公用車を寄贈 

  〃   消防団第六分団第４班機械器具置場を建替え 

６月   団本部公用車を本部に配置 

９月   第７回埼玉県東部地域救急フェスタ開催 

5



 

１１月   元消防署長二葉利夫氏第１５回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

１２月   各種災害対応機動車３台を（第一分団第３班・第五分団第２班第六分団第

４班）配備 

〃   災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を消防署に配置 

平成２３年 ２月   防災活動車が日本消防協会より寄贈 

３月      防災活動車を本部に配置 

〃   東北地方太平洋沖地震に伴う三郷市災害医療団派遣（３月１５日～宮城県

石巻市） 

〃   東北地方太平洋沖地震に伴う緊急消防援助隊派遣（３月１９日～岩手県陸

前高田市） 

４月 第１５代消防長に安晝和己氏就任 

〃   第１２代消防署長に鈴木敏氏就任 

〃   少年消防クラブ設立（３２名） 

〃   消防団第一分団第２班機械器具置場を移転し新築 

〃   消防団第五分団第２班機械器具置場を建替え 

      １１月   警防課・指令車を北分署・先行車に配置換え 

〃   元消防署長根岸友一氏第１７回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

〃      元消防団副団長石井萬藏氏平成２３年秋の叙勲（瑞宝単光章）受章 

平成２４年 ３月   消防ポンプ車を南分署に配置 

        〃   小型動力ポンプ積載車を南分署と北分署に配置 

        〃   小型貨物自動車を消防署に配置 

４月   第１３代消防署長に南部正彦氏就任 

〃   消防団第五分団第４班機械器具置場を建替え 

〃   元消防司令互清次氏第１８回危険業務従事者叙勲（瑞宝単光章）受章 

７月   元消防団副団長石井萬藏氏よりデジタル簡易無線機２６台を寄贈され各

班に配備 

１１月   三郷市市制施行４０周年特別記念事業「消防フェア」開催 

      １２月   AED を市内コンビニエンスストア３０店舗に配置 

平成２５年 ２月   高規格救急自動車を南分署に配置 

       ３月   消防団第五分団第３班機械器具置場を移転し新築 

        〃   小型全自動消防ポンプ自動車を第二分団第３班に配置 

       ４月   消防救急デジタル無線施設運用開始 

〃   元消防団分団長島田博司氏平成２５年春の叙勲（瑞宝単光章）受章 

      １１月   元消防監中田満氏第２１回危険業務従事者叙勲（瑞宝単光章）受章 

１２月   元消防団分団長島田博司氏よりハンドベルを寄贈 

平成２６年 ３月   災害対応特殊救急車（トヨタ）を消防署に配置 

        〃   高機能型通信指令システム運用開始 
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        〃   ネット１１９運用開始 

  ４月   第１６代消防長に南部正彦氏就任 

        〃   第１４代消防署長に程田幸治氏就任 

        〃   消防団第三分団第３班機械器具置場を移転し新築 

        〃   三郷市消防団サポーター事業開始 

      １１月   高規格救急自動車を北分署に配置 

平成２７年 １月   三郷中央一体型特定土地区画整理事業に伴う町名地番変更により消防本

部・消防署住所が「中央五丁目４５番地４」へ番地変更 

３月   消防団第一分団第３班機械器具置場を移転し新築 

４月   元消防署長鈴木清司氏、元消防司令長島根善範氏第２４回危険業務従事者

叙勲（瑞宝双光章）受章 

        １１月   元消防司令長椙橋良次氏第２５回危険業務従事者叙勲（瑞宝単光章）受章 

平成２８年 ２月   ４０ｍ級はしご付消防自動車を消防署に更新配置 

        〃   各種災害対応機動車３台を（第一分団１班・第四分団４班・第五分団３班）

配置 

３月   北分署新築庁舎落成（鉄筋コンクリート造２階建・延面積８４３．１５㎡） 

北分署車庫棟に太陽光発電パネル及び蓄電池設備を設置 

        〃   消防団第五分団第 1班機械器具置場を移転し新築 

        〃   総務連絡車を本部に更新配置 

４月   元消防長峯岸和夫氏第２６回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

        〃   広報車を本部に更新配置 

       ８月   消防団 第２９回埼玉県消防操法大会（小型ポンプの部）出場 

      １１月   元消防司令長加藤勝氏第２７回危険業務従事者叙勲（瑞宝単光章）受章 

        〃   予防２号車を本部に更新配置 

      １２月   埼玉県女性消防団員大会 三郷市で開催 

〃   日本消防協会より消防団防災活動車が寄贈本部に配置 

平成２９年 ２月   各種災害対応機動車２台を（第二分団４班・第五分団１班）配置 

       ３月   新和エコー（株）からの消防寄付金により消防長公用車を本部に更新配置 

        〃   消防団第四分団第１班機械器具置場を解体し新築 

       ４月   第１７代消防長に野本浩氏就任 

        〃   元消防司令長後藤要一氏第２８回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

平成３０年 ３月   消防訓練塔（Ｂ塔）完成 

        〃   救助隊員認定制度策定 

        〃   消防団第二分団第４班機械器具置場を解体し新築 

       ４月   第１５代消防署長に椎名義明氏就任 

        〃   元消防長安晝和己氏第３０回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

      １１月   元消防署長鈴木敏氏第３１回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 
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平成３１年  １月   常備消防発足５０周年 

       ２月   高規格救急自動車を消防署に更新配置 

        〃   消防訓練塔（A・C 塔）完成 

       ３月   消防団第二分団第３班機械器具置場を解体し新築 

〃   三郷市消防本部発足５０周年記念誌発刊 

  ４月   第１６代消防署長に山本隆氏就任 

令和元年  ７月   三郷市消防本部・消防署発足５０周年記念式典挙行 

  １１月   アザレア分団 第２４回全国女性消防操法大会出場 優秀賞受賞（第５位） 

令和２年   ３月   消防団第六分団第２班機械器具置場を解体し新築 

        〃   小型全自動消防ポンプ自動車を第一分団第２班に配備 

４月   化学車を消防署に更新配置 

          〃   第１８代消防長に浅香一雄氏就任 

〃   第１７代消防署長に矢口嘉伸氏就任 

           １０月   三郷市防火安全協会から発足５０周年記念事業によりハイエース（１４人

乗り）を寄贈 

１１月      元消防団副分団長増田平氏令和２年秋の叙勲（瑞宝単光章）受章 

令和３年   １月   新型コロナウイルス感染拡大防止のため出初式中止 

３月   災害対応特殊救急自動車を北分署に更新配置 

        〃   各種災害対応機動車２台を（第三分団第４班と第六分団第２班）配置 

   ４月   第１８代消防署長に小林良浩氏就任 

        〃   消防団第１０代団長に島根東也氏が就任 

        〃   災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車を南分署に更新配置 

      １０月   北先行車北分署に更新配置 

      １１月   元消防団長本間雄一郎氏令和３年秋の叙勲（瑞宝双光章）受章 

令和４年   ２月   消防団第三分団第４班機械器具置場を移転し新築 

  ３月   消防団顧問本間雄一郎氏より消防団へウレタンボート４艇を寄贈 

４月   職員定数を１７５名とする。 

〃   救助工作車Ⅱ型を消防署に更新配置 

〃   元消防長南部正彦氏第３８回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

       ８月   三郷市消防団第３３回埼玉県消防操法大会出場 優勝 

      １０月   三郷市消防団第２９回全国消防操法大会出場（千葉県） 

１１月   元消防署長程田幸治氏第３９回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

令和５年  １月   日本消防協会より防災活動車Ⅱが寄贈南分署に配置 

        ２月   災害対応特殊救急自動車を南分署に更新配置 

  ３月   指揮車消防署に更新配置 

   〃   消防団第六分団第３班機械器具置場を移転し新築 

  ４月   第１９代消防長に山本浩文氏就任 
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   〃   高機能消防指令システム部分更新 

〃   元消防司令長戸井田稔氏第４０回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

５月   東埼玉消防指令業務共同運用協議会設置 

１１月   元消防司令長豊田克美氏第４１回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 

令和６年  ４月   元消防長野本浩氏第４２回危険業務従事者叙勲（瑞宝双光章）受章 
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（２）消防本部機構図                   令和６年４月１日現在 

 

 庶務係 

                                   消防総務課 

消防団係 

予防係 

予 防 課 

消防本部                                            危険物係 

                                                        消防係 

警 防 課 

                           救急救助係 

                                           管理係 

指 令 課 指令第１係 

                       指令第２係 

  

 

 庶務第１係 

                    消防１課 警防第１係 

 予防第１係 

 救急第１係 

消防署 庶務第２係 

 警防第２係 

                    消防２課 予防第２係 

 救急第２係 

 

 庶務第１係 

 警防第１係 

                     南分署 救急第１係 

 庶務第２係 

 警防第２係 

 救急第２係 

 

  庶務第１係 

 警防第１係 

                     北分署 救急第１係 

 庶務第２係 

 警防第２係 

 救急第２係 
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（３）庁舎等の概要 

【消防本部・消防署】 

所 在 地 三郷市中央五丁目４５番地４ 

電 話 ０４８－９５２－１２１１ 

竣工年月 平成５年３月 

構 造 鉄筋コンクリート造３階建 

建築面積 １，２７８．５０㎡ 

延 面 積 ３，４５３．５９㎡ 

敷地面積 ４，００３．６４㎡ 

 

【訓練塔】 

所 在 地 三郷市中央五丁目４４番地１１ 

  Ａ塔 Ｂ塔 Ｃ塔 

竣工年月 平成 31年 2月 平成 30年 3月 平成 31年 2月 

構 造 鉄骨造２階建 鉄骨造４階建 鉄骨造平屋建 

建築面積 １４．２５㎡ １８６．６１㎡ ６７．９㎡ 

延 面 積 ２８．５０㎡ ４３０．１７㎡ ６７．９㎡ 

敷地面積 ２，８７８．３３㎡ 

 

【南分署】 

所 在 地 三郷市鷹野三丁目４７４番地 

電 話 ０４８－９５５－０９１１ 

竣工年月 昭和５９年３月 

構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積   ６７０．４６㎡ 

延 面 積   ９３３．７７㎡ 

敷地面積 １，６４２．９３㎡ 

 

【北分署】 

所 在 地 三郷市上彦川戸８８６番地     

電 話 ０４８－９５２－２２９１ 

竣工年月 平成２８年３月 

構 造 鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積   ６４８．８９㎡ 

延 面 積   ８４３．１５㎡ 

敷地面積 １，８０５．７９㎡ 
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（４）消防のしくみ 

 

消防本部には消防総務課、予防課、警防課、指令課の４課があり、消防総務課では、人

事、予算、庶務等の消防組織そのものを維持するために必要な事務や、消防の運営の企画

統制などの事務を行っています。予防課では危険物、防火管理、消防用設備、火災調査な

どの事務を行っています。警防課では、消火栓・防火水槽の設置及び維持管理、消防車両

の整備及び維持管理、応急手当の普及推進、緊急消防援助隊や応援協定事務、また、指令

課では、通信指令業務等の事務を行っています。 

消防署は、中央地区の中央五丁目に位置し、南部地区の鷹野三丁目に南分署、北部地区

の上彦川戸に北分署があります。消防は、市民の生命、身体及び財産を火災から保護する

とともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほ

か、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務としております。 

消防団は、郷土愛護の精神に基づき有志により組織され、市内に第一分団から第六分団

まであり、団員は日常、各自の職業に従事しながら（非常勤で）災害の発生時等、その都

度招集されて消防活動（主として、火災の警戒及び鎮圧、その他災害の防除及び被害の軽

減など）を行っています。 

 また、消防団本部には、女性団員で構成されたアザレア分団があり、市内全域の救急教

室や火災予防の啓発活動を行っています。 

 

 

（５）市一般会計と消防費（５ヵ年） 

                                 （単位：千円） 

    区分 

年度 
市一般会計 消防費 

比

率 

消 防 費 の 内 訳 

常備消防費 非常備消防費 消防施設費 

令和２年度 65,564,747 1,544,585 2.4 1,298，301 90,181 156,103 

令和３年度 58,267,614 1,570,650 2.7 1,282,866 79,736 208,048 

令和４年度 59,840,113 1,659,824 2.8 1,482,728 96,950 80,146 

令和５年度 58,928,513 1,443,545 2.4 1,350,601 61,246 31,698 

令和６年度 58,050,000 1,731,030 3.0 1,425,001 106,040 199,989 

 

（注）・令和２年度～令和５年度は決算額 

   ・令和６年度は当初予算額 
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(１)　公印の保管、文書の収受、発送及び保存に関すること。

(２)　職員の任用、服務、規律及び表彰に関すること。

(３)　職員の人事に関すること。

(４)　職員の教養に関すること。

(５)　職員の福利厚生に関すること。

(６)　予算及び決算に関すること。

(７)　職員の給与品及び貸与品に関すること。

(８)　庁舎及び施設の維持管理に関すること。

(９)　消防委員会に関すること。

(10)　消防諸制度の企画及び調査に関すること。

(11)　消防関係例規の審査及び制定改廃に関すること。

(12)　消防統計及び広報に関すること。

(13)　消防施設の補助及び起債に関すること。

(14)　主要事業計画の策定及び調整に関すること。

(15)　消防職員委員会に関すること。

(16)　衛生委員会に関すること。

(17)　課の庶務に関すること。

(１)　消防団に関すること。

(２)　少年消防クラブに関すること。

(３)　消防協会に関すること。

(１)　火災予防に関すること。

(２)　防災管理者及び防火管理者に関すること。

(３)　建築確認の同意に関すること。

(４)　消防用設備に関すること。

(５)　防火対象物の査察及び指導に関すること。

(６)　違反防火対象物の処理に関すること。

(７)　火災によるり災証明に関すること。

(８)　火災の原因及び損害の調査に関すること。

(９)　課の庶務に関すること。

(１)　危険物製造所等の許認可に関すること。

(２)　違反危険物製造所等の処理に関すること。

(３)　危険物製造所等の査察及び指導に関すること。

(４)　危険物取扱者に関すること。

(５)　液化石油ガスに関すること。

(６)　火災の原因の調査に関すること。

(７)　防火協力団体に関すること。

(８)　その他危険物に関すること。

（６）消防本部・消防署事務分掌

消防本部

庶 務 係

消 防 団 係

消
防
総
務
課
（

*
主
管
課
）

予
防
課

予 防 係

危 険 物 係
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(１)　警防計画に関すること。

(２)　特殊災害に関すること。

(３)　消防の訓練の企画、立案及び実施に関すること。

(４)　災害活動技術の調査、研究及び指導に関すること。

(５)　消防相互応援及び広域応援に関すること。

(６)　消防水利施設に関すること。

(７)　車両の安全運転管理に関すること。

(８)　消防車両、機械器具の整備及び管理に関すること。

(９)　消防車両の設計及び仕様に関すること。

(10)　消防機器の製作及び改良に関すること。

(11)　課の庶務に関すること。

(１)　救急及び救助業務に係る調査研究に関すること。

(２)　救急及び救助訓練の企画、立案及び実施に関すること。

(３)　救急及び救助隊員の教育訓練及び指導に関すること。

(４)　救急業務高度化事業の推進に関すること。

(５)　メディカルコントロール協議会に関すること。

(６)　救急及び救助統計に関すること。

(７)　救急関係機関との連絡調整に関すること。

(８)　応急手当及びＡＥＤ(自動体外式除細動器)の普及推進に関すること。

(９)　救急及び救助資器材の整備に関すること。

(10)　その他救急及び救助業務に関すること。

(１)　災害通報の受付及び出場指令に関すること。

(２)　災害情報の収集及び連絡に関すること。

(３)　消防通信の運用及び統制に関すること。

(４)　消防通信施設等の整備計画及び管理に関すること。

(５)　気象観測施設の管理に関すること。

(６)　情報処理業務の調整に関すること。

(７)　防災関係機関との災害に係る連絡調整に関すること。

(８)　課の庶務に関すること。

(１)　災害通報の受付及び出場指令に関すること。

(２)　災害情報の収集及び連絡に関すること。

(３)　消防通信の運用及び統制に関すること。

(４)　災害現場への支援情報に関すること。

(５)　気象情報の収集及び伝達に関すること。

(６)　救急医療情報の収集及び伝達に関すること。

(７)　火災警報等の発令に関すること。

(８)　通信訓練及び技術の指導に関すること。

(９)　その他通信全般に関すること。

消 防 係

警
防
課

指 令 第 1 係
指 令 第 2 係

救 急 救 助 係

管 理 係

（１）消防本部内の連絡調整に関すること。

（２）消防本部の庶務に関すること。

指
令
課

　*主管課においては、当該課で所掌する事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。

（３）消防本部の所掌事務で他の課に属しない事項に関すること。
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(１)　職員の訓練及び教養に関すること。

(２)　文書の収受及び整理保存に関すること。

(３)　職員の勤務に関すること。

(４)　職員の福利厚生に関すること。

(５)　物品の管理に関すること。

(６)　課の庶務に関すること。

(１)　地理及び水利の調査に関すること。

(２)　消防機械器具の点検整備に関すること。

(３)　警防調査に関すること。

(４)　訓練の指導に関すること。

(１)　救急業務に関すること。

(２)　救急資器材に関すること。

(３)　救急統計に関すること。

(４)　救急調査に関すること。

(５)　市民の救急相談及び指導に関すること。

(６)　応急手当の普及推進に関すること。

(７)　患者等搬送事業に対する指導及び認定に関すること。

(１)　火災予防に関すること。

(２)　火薬類の取締に関すること。

(３)　建築確認の同意に関すること。

(１)　職員の訓練及び教養に関すること。

(２)　文書の収受及び整理保存に関すること。

(３)　物品の管理に関すること。

(４)　受付勤務に関すること。

(５)　分署の庶務に関すること。

(１)　地理及び水利の調査に関すること。

(２)　消防機械器具の点検整備に関すること。

(３)　警防調査に関すること。

(４)　訓練の指導に関すること。

(５)　火災予防に関すること。

(１)　救急業務に関すること。

(２)　救急資器材に関すること。

(３)　救急調査に関すること。

(４)　市民の救急相談及び指導に関すること。

(５)　応急手当の普及推進に関すること。

庶 務 第 1 係
庶 務 第 2 係

救 急 第 1 係
救 急 第 2 係

予 防 第 1 係
予 防 第 2 係

消
防
1
課
・
消
防
2
課

(４)　防火対象物の査察に関すること。

(３)　人命の救助対策に関すること。

消防署

(４)　防火対象物の査察に関すること。

分
署

(２)　水火災等の警戒及び防ぎょに関すること。

(３)　人命の救助対策に関すること。

救 急 第 1 係
救 急 第 2 係

(１)　火災の原因調査に関すること。

(２)　水火災等の警戒及び防ぎょに関すること。

警 防 第 1 係
警 防 第 2 係

庶 務 第 1 係
庶 務 第 2 係

警 防 第 1 係
警 防 第 2 係

(１)　火災の原因調査に関すること。
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